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informationinformation

暮
ら
し
の
情
報

生
活
に
役
立
つ
、身
近
な
情
報

Mikasacity

information
第
39
回
三
笠
市
交
通
安
全
・
防

犯
・
暴
力
追
放
・
社
会
を
明
る
く

す
る
運
動
合
同
推
進
大
会

【
日
時
】７
月
２
日
㈰
午
前
10
時

【
場
所
】市
民
会
館
大
ホ
ー
ル

　

交
通
安
全
や
防
犯
な
ど
に
対
す
る

意
識
を
高
め
て
、犯
罪
や
暴
力
の
な

い
明
る
く
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
を

目
指
す
た
め
、各
団
体
が
集
い
合
同

推
進
大
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

各
種
団
体
に
よ
る
推
進
宣
言
、青

少
年
育
成
・
非
行
防
止
標
語
入
選
者

表
彰
、北
海
道
警
察
音
楽
隊
・
カ
ラ
ー

ガ
ー
ド
隊
に
よ
る
ス
テ
ー
ジ
演
奏
な

ど
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、特
殊
詐
欺
被
害
防
止
に
関

す
る
ブ
ー
ス
に
お
い
て『
１
億
円
レ

プ
リ
カ
』を
展
示
す
る
ほ
か
、北
海
道

警
察
の『
白
バ
イ
』の
展
示
や『
子
ど

も（
幼
児
）警
察
官
制
服
』着
用
コ
ー

ナ
ー
な
ど
も
設
け
て
い
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】生
活
安
全
セ
ン
タ
ー
交
通

防
災
係
℡
②
７
７
７
７

夏
の
暴
力
追
放
運
動

善
良
な
市
民
が
狙
わ
れ
て
い
ま
す

▼
形
を
変
え
巧
妙
な
手
口
の「
架

空
請
求
」や「
暴
力
団
に
よ
る
不
当

請
求
」な
ど
の
事
件
が
全
国
で
多
発

し
、い
ま
だ
に
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。身

に
覚
え
の
な
い
要
求
が
あ
っ
た
と

き
は
、必
ず
家
族
や
三
笠
消
費
者
協

会
、警
察
な
ど
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

▼
覚
せ
い
剤
、薬
物
な
ど
好
奇
心
か

ら
手
を
出
す
人
が
い
ま
す
が
、薬
害

だ
け
で
は
な
く
暴
力
団
関
係
者
と

の
関
係
に
も
つ
な
が
る
の
で
、絶

対
に
手
を
出
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

▼
非
行
行
為
を
目
撃
し
た
と
き
は
保

護
者
や
関
係
者
に
知
ら
せ
ま
し
ょ
う
。

【
問
合
先
】三
笠
市
暴
力
追
放
運
動
推

進
協
議
会
℡
②
２
１
５
１
／
三
笠
消

費
者
協
会
℡
②
２
１
８
９

自
動
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
の

詐
欺
電
話
に
ご
注
意
を

　

Ｎ
Ｔ
Ｔ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
成
り
す

ま
し
た「
自
動
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
」で

の
詐
欺
電
話
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
し
た
が
っ
て

指
定
の
電
話
数
字
を
押
し
て
し
ま
う

と
電
子
マ
ネ
ー
や
現
金
が
だ
ま
し
取

ら
れ
る
仕
組
み
で
す
の
で
、不
審
な

電
話
で
詐
欺
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
、

す
ぐ
に
警
察
に
通
報
願
い
ま
す
。

【
問
合
先
】北
海
道
警
察
本
部
生
活
安

全
企
画
課
特
殊
詐
欺
抑
止
対
策
係
℡

０
１
１-
２
５
１-

０
１
１
０
内
線
３

０
２
８
）／
三
笠
消
費
者
協
会
℡
②

２
１
８
９

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・
納

付
猶
予
制
度

　

国
民
年
金
保
険
料
が
免
除
ま
た
は

納
付
猶
予
と
な
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

免
除
・
納
付
猶
予
を
受
け
た
期
間

は
、年
金
の
受
給
資
格
期
間
に
算
入
さ

れ
ま
す
。ま
た
、10
年
以
内
で
あ
れ
ば

後
か
ら
免
除
・
納
付
猶
予
を
受
け
た

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お

く
と
、障
害
や
死
亡
な
ど
不
慮
の
事

態
が
起
き
た
と
き
に
、障
害
基
礎
年

金
や
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ
な

い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、保
険
料

の
納
付
が
経
済
的
に
困
難
な
と
き
に

は
、早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
保
険
料
免
除
制
度
…
本
人
、世
帯

主
、配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定
額

以
下
の
場
合
や
失
業
さ
れ
た
と
き
な

ど
は
、申
請
に
よ
り
保
険
料
の
全
額

ま
た
は
一
部
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

▼
保
険
料
納
付
猶
予
制
度
…
20
歳
か

ら
50
歳
未
満
の
方（
学
生
を
除
く
）で
、

本
人
、配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定

額
以
下
の
場
合
、申
請
に
よ
り
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

▼
申
請
で
き
る
期
間
…
本
年
度
保
険

料
の
免
除
・
納
付
猶
予
申
請
は
、今
月

か
ら
受
け
付
け
ま
す
。ま
た
、過
去
の

保
険
料
も
申
請
か
ら
２
年
１
カ
月
前

ま
で
は
遡
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。

▼
学
生
納
付
特
例
制
度
…
学
生
で
、本

人
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、申

請
に
よ
り
在
学
中
の
保
険
料
の
納
付

が
猶
予
さ
れ
ま
す
。本
年
度
保
険
料

の
納
付
猶
予
申
請
は
４
月
か
ら
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の
①
基
礎
年

金
番
号
通
知
書
、年
金
手
帳
ま
た
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
②
本
人
確
認

書
類（
写
真
有
１
点
ま
た
は
写
真
無

２
点
）③
失
業
に
よ
る
申
請
の
場
合
、

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
・
雇
用
保

険
被
保
険
者
離
職
票
な
ど
、そ
の
事

実
を
確
認
で
き
る
証
明
書
類
④
学
生

納
付
特
例
申
請
の
場
合
、在
学
証
明

書
ま
た
は
学
生
証
の
写
し

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
国
民
年
金
保
険
料
の
納

付
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
の
臨
時
特

例
手
続
き（
令
和
４
年
度
分
を
も
っ

て
終
了
）も
あ
り
ま
す
の
で
、詳
し
く

は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】市
民
生
活
課
市
民
年
金
係

℡
②
３
１
８
７
／
岩
見
沢
年
金
事
務

所
℡
０
１
２
６-

22-

５
８
０
４

「
許
す
な
暴
力
」「
許
す
な
犯
罪
」

    

見
た
ら
聞
い
た
ら
警
察
へ
！
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国
民
健
康
保
険
料
の
軽
減
制
度

　

勤
務
先
の
倒
産
や
解
雇
に
よ
り
離

職
さ
れ
た
方
は
、国
民
健
康
保
険
料
が

軽
減
と
な
る
の
で
、申
し
出
く
だ
さ
い
。

軽
減
は
、前
年
の
給
与
所
得
を
１
０

０
分
の
30
と
見
な
し
て
算
定
し
ま
す
。

【
対
象
期
間
】離
職
日
の
翌
日
か
ら
そ

の
年
度
の
翌
年
度
末
、ま
た
は
国
民

健
康
保
険
の
資
格
喪
失
ま
で

【
対
象
】

▼
離
職
日
の
時
点
で
65
歳
未
満

▼
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者

（
倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
る
離
職
）ま

た
は
、特
定
理
由
離
職
者（
雇
い
止
め

な
ど
に
よ
る
離
職
）

※
高
年
齢
受
給
資
格
者
と
特
例
受
給

資
格
者
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん

◆
特
定
受
給
資
格
者
・
特
定
理
由
離

職
者
に
該
当
す
る
方
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
の
第
１
面「
離
職
理
由
」欄

ま
た
は「
離
職
年
月
日
理
由
」欄
に
次

の
コ
ー
ド
が
記
載
さ
れ
て
い
る
方

▼
特
定
受
給
資
格
者

【
対
象
コ
ー
ド
】11.

12.

21.

22.

31.

32

▼
特
定
理
由
離
職
者

【
対
象
コ
ー
ド
】23.

33.

34

【
届
出
方
法
】「
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
」を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】市
民
生
活
課
保
険
医
療
係

℡
②
３
１
８
８

医
療
費
助
成
制
度

【
乳
幼
児
な
ど
】お
子
さ
ん
の
医
療
費

を
助
成
し
ま
す
。

《
助
成
範
囲
》

▼
就
学
前
の
乳
幼
児
…
入
院
、通
院

▼
小
学
生
…
入
院

【
重
度
心
身
障
害
者
】心
身
に
一
定
の

障
が
い
の
あ
る
方
の
医
療
費
を
助
成

し
ま
す
。

《
助
成
範
囲
》

▼
身
体
障
害
者
手
帳
の
等
級
が
１

級
・
２
級
・
３
級（
心
臓
、腎
臓
、呼
吸

器
、ぼ
う
こ
う
、直
腸
、小
腸
、肝
臓
）

の
方
➡
入
院
、通
院

▼
療
育
手
帳
Ａ
判
定
、精
神
で
重
度

の
認
定
、Ｉ
Ｑ
35
以
下
、日
常
生
活
に

お
い
て
介
護
を
必
要
と
す
る
肢
体
不

自
由
な
ど
の
障
害
を
有
す
る
方
で
Ｉ

Ｑ
50
以
下
➡
入
院
、通
院

▼
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
等

級
が
１
級
の
方
➡
通
院

【
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
】ひ
と
り
親
家

庭
の
18
歳
ま
で
の
児
童（
引
き
続
き
母

ま
た
は
父
の
扶
養
を
受
け
て
い
る
場

合
は
20
歳
ま
で
）と
そ
の
母
ま
た
は
父

の
医
療
費
と
、両
親
の
い
な
い
18
歳
ま

で
の
児
童
の
医
療
費
を
助
成
し
ま
す
。

《
助
成
範
囲
》

▼
児
童
➡
入
院
、通
院

▼
母
ま
た
は
父
➡
入
院

※
い
ず
れ
の
助
成
も
所
得
制
限
が
あ

り
ま
す
。詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

◎
子
ど
も
の
医
療
費
助
成
事
業
…
市

で
は
上
記
の
助
成
制
度
と
は
別
に
、

子
育
て
支
援
を
目
的
に
18
歳
以
下
の

子
ど
も
の
医
療
費
を
市
独
自
で
助
成

し
て
い
ま
す
。

▼
保
険
適
用
分
の
お
子
さ
ん
の
医
療

費
の
自
己
負
担
分
を
市
内
商
品
券
で

交
付
し
ま
す
。

▼
市
内
に
住
民
登
録
が
あ
る
18
歳
以

下
の
お
子
さ
ん
が
対
象
で
す
。

▼
申
請
日
前
１
年
以
内
に
受
診
さ
れ

た
領
収
書
が
必
要
で
す
。

▼
医
療
費
の
領
収
書
、印
鑑
、お
子
さ

ん
の
保
険
証
、申
請
者
の
本
人
確
認

書
類
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
世
帯
の
き
ょ
う
だ
い
な
ど
の
領
収

書
を
合
算
し
て
申
請
で
き
ま
す
。

※
申
請
額
の
１
，０
０
０
円
未
満
の

端
数
は
切
り
捨
て

▼
同
一
世
帯
の
す
べ
て
の
方
が
市
に

納
入
す
る
税
お
よ
び
使
用
料
な
ど
を

滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

【
申
請
・
問
合
先
】市
民
生
活
課
保
険

医
療
係
℡
②
３
１
８
８

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

お
知
ら
せ

　

被
保
険
者
の
皆
さ
ん
に
お
支
払
い

い
た
だ
く
保
険
料
は
、２
年
ご
と
に

定
め
る
保
険
料
率
を
も
と
に
決
め

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。保
険
料

率
は
次
の
と
お
り
で
、保
険
料
は
７

月
に
個
別
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
新
し
い
保
険
証
の
交
付
に
つ
い

て
…
現
在
の
橙
色
の
保
険
証（
被
保

険
者
証
）は
、７
月
31
日
で
有
効
期
限

が
満
了
と
な
り
、８
月
以
降
は
使
用

で
き
な
く
な
り
ま
す
７
月
中
に
新

し
い
黄
色
の
保
険
証
を
送
り
ま
す

の
で
、今
ま
で
使
用
し
て
い
た
保
険

証
は
８
月
以
降
に
廃
棄
し
て
く
だ

さ
い
。

◆
認
定
証
を
お
渡
し
し
ま
す
…
限
度

額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

ま
た
は
限
度
額
適
用
認
定
証
は
、世

帯
の
方
が
外
来
診
療
や
入
院
さ
れ
た

と
き
に
、医
療
費
や
食
事
代
な
ど
の

自
己
負
担
限
度
額
を
軽
減
す
る
た
め

必
要
に
な
り
ま
す
。現
在
お
持
ち
の

水
色
の
減
額
認
定
証
は
、７
月
31
日

で
有
効
期
限
が
満
了
と
な
り
、８
月

以
降
は
使
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

７
月
中
に
新
し
い
黄
緑
色
の
減

額
認
定
証
を
送
り
ま
す
の
で
、今

ま
で
の
減
額
認
定
証
は
８
月
以
降

に
廃
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】市
民
生
活
課
保
険
医
療

係
℡
②
３
１
８
８
／
北
海
道
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
℡
０
１
１-

２
９
０-
５
６
０
１

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

ワ
ク
チ
ン
接
種

　

よ
り
多
く
の
方
が
接
種
す
る
こ
と

で
ウ
イ
ル
ス
の
ま
ん
延
を
抑
え
る
こ

と
が
で
き
ま
す
の
で
、こ
の
機
会
に

接
種
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

▼
小
児
用
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
対
応
フ
ァ

イ
ザ
ー

【
日
程
】７
月
22
日
㈯
／
午
後
３
時
、

８
月
４
日
㈮
／
午
後
３
時
15
分

【
場
所
】ふ
れ
あ
い
健
康
セ
ン
タ
ー

【
対
象
】３
～
５
回
目
の
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
希
望
す

る
５
歳
～
11
歳
の
市
民
の
方

▼
乳
幼
児
用
フ
ァ
イ
ザ
ー

【
日
程
】７
月
27
日
㈭
／
午
後
１
時
30

分
、８
月
31
日
㈭
／
午
後
１
時
30
分

【
場
所
】市
立
三
笠
総
合
病
院（
２
階

旧
腎
病
棟
）

【
対
象
】１
～
３
回
目
の
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
希
望
す

る
生
後
６
カ
月
～
４
歳
の
市
民
の
方

【
申
込
方
法
】ふ
れ
あ
い
健
康
セ
ン
タ
ー

の
窓
口
ま
た
は
電
話
で
の
申
し
込
み
は

接
種
日
の
３
日
前
ま
で
に
、希
望
日
時
、

接
種
券
番
号
、氏
名
、生
年
月
日
、性
別
、

住
所
、電
話
番
号
を
お
伝
え
い
た
だ

き
、申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

【
料
金
】無
料

【
申
込
・
問
合
先
】ふ
れ
あ
い
健
康
セ

ン
タ
ー
℡
③
２
０
１
０


